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3 作成された手続きには、担当者が行う作業としてやることリストが表示されます。

① 人事情報の確認・更新
従業員情報（扶養親族の数や基本給、標準報酬月額など）が最新になっているか確認します。

② 勤怠状況の確認・集計
従業員の勤怠状況を確認し、勤務日や総労働時間数を計算します。

③ 勤怠情報の入力、および支給額・控除額等の算出・確認
勤怠情報を入力し、支給額や控除額を算出します。

⑤ 入金の準備
振込依頼や現金の準備など、支給の準備を行います。

④ 明細の配布準備
Webでの公開日時を設定、または明細書のPDFをダウンロードします。

⑥ 給与の仕訳
給与計算の結果を、弥生会計（やよいの青色申告）に仕訳として連携します。

⑦ 社会保険の納付
送付された納付書で健康保険、厚生年金保険、介護保険の保険料を納付します。

⑧ 所得税の納付
従業員の給与から源泉徴収した所得税を税務署へ納付します。

⑨ 住民税の特別徴収額の納付
従業員の給与から特別徴収した住民税を従業員が居住する自治体へ納付します。



5-2．手続きを作成する②
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4 手続きのやることリストを上から順に進めると、給与計算ができます。
　 やることリストが完了したら、［完了］をクリックします。

5 手続きの全体進捗が「1件/全9件」と表示されます。

6 同じようにやることリストに沿って作業を進めると、給与計算を行うことができます。

手続きを新規作成する際、［この手続きでやること］画面でチェックを外すと、やることをカスタマイズ（表示/非表示）すること
ができます。

手続きのやることをカスタマイズする



5-3．給与計算を行う①
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1 給与明細を作成するには、やることリスト「勤怠情報の入力、および支給額・控除額等の算出・確認」
　 の［勤怠情報を入力し、支給額を確認する］をクリックします。

2 明細対象者一覧が表示されるので、従業員を選択します。

●明細項目や従業員情報に変更がある場合、給与計算の前に設定変更を行ってください。設定内容を給与明細に反映するに
は［更新を反映］を行います。

●弥生給与で、明細書を出力する際、値が「0」の明細項目を印字しない設定を行っている場合、弥生給与 Nextにはこの設定
が引き継がれていません。お手数ですが、以下のFAQの手順で設定後、やることリストの画面で［更新を反映］を行います。 

上記にある［更新を反映］を行うと、明細に入力した値がすべて初期化されます。初期化後は、給与計算を一からやり直す必要
があります。設定の変更は、給与計算の前に必ず行ってください。

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=29888

給与計算に進む前に…



5-3．給与計算を行う②
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3 明細対象者一覧で選択した従業員の明細（入力）画面が表示されます。
　 明細（入力）画面を開いた時点では、従業員情報に登録されている基本給などは
　 表示されていません。
　 ［再計算］をクリックする、または勤怠情報を入力することで、支給や控除の金額が表示されます。
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4 ［前月分表示］をオンにすると、上段に今月分、下段に前月分の値が表示されます。
　 前月の変動項目の値はコピーされません。必要に応じて手入力を行います。

5 全従業員宛のメモは、【全従業員に向けたメモ】に入力します。 
　 個人宛のメモは、【この従業員に向けたメモ】に入力します。 
　 入力した内容は、従業員に配布する明細書に表示されます。

6 計算単価を利用している場合、［給与計算に関わる基本情報］に単価が表示されます。



5-3．給与計算を行う③
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7 給与計算に必要な値や金額を入力すると、給与計算が行われます。計算が完了したら、
　 右下の［保存］をクリックします。
　 次の従業員の計算を行うには、従業員の名前をクリックしてリストを選択するか、
　 右上の    をクリックして進みます。

給与計算後のロックは不要です。弥生給与 Nextでは、値を入力した後［保存］をクリックすることで、入力内容が保存されます。
保存した内容は、明細（入力）画面で再計算をクリックや明細項目の値を手入力して再度保存を押さない限り変更されることは
ありません。
※ただし、累計の項目については、計算中の給与より前の支給日の明細を修正すると、自動的に更新された内容が反映します。

給与計算後、数字が変わらないようロックしたい
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勤怠データの入力は、手入力以外にも勤怠管理サービスと連携して勤怠情報を取り込むことができる「CSVインポート」「API
インポート」があります。
▶ 勤怠データのインポート（CSV）
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=28107
▶ 勤怠データのインポート（API連携）
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=28629
※弥生勤怠 Nextをご利用の場合、こちらを参照してください。

勤怠データをインポートする

8 全従業員の給与計算が完了したら、「給与支給手続き ｘｘｘｘ/ｘｘ/ｘｘ　支払い分に戻る」を
　 クリックして、やることリストに戻ります。

9 やることが完了したら、［完了］をクリックします。



5-4．明細一覧を確認する
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1 給与計算の後、画面左側にあるメニューの［集計表］から「明細一覧」を開いて、
　 内容を確認することができます。

2 明細一覧の確認が終わったら、メニューの［手続き］をクリックして［手続き一覧］から
　 計算中の給与支給手続きを選択します。

※メニューは10ページの［1］を参照してください
※必要な項目だけ表示するなど、レイアウトのカスタマイズ機能やExcelへの書き出し機能の追加は、2025年
12月頃の予定です。



5-5．明細書を発行する①
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やることリスト「明細の配布準備」から従業員に配布する明細書を準備します。
明細書はWeb明細の配布、または明細書PDFのダウンロードができます。

1 Web明細の公開日時を設定します。

2 公開日と公開時刻を入力して「公開日を保存」をクリックします。
　 設定した日時になると、明細を従業員のパソコンやスマートフォンで閲覧できます。

Web明細を配布する

※Web明細書を配布するには、事前に従業員の招待が必要です。

※Web明細を利用しない（明細書をPDFで出力して配布する）場合は、公開設定は不要です。 

▶ 従業員の招待
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=27525



5-5．明細書を発行する②
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1 公開日時になると、従業員へメールが送信されます。
　 従業員は届いたメールのURLから、ログインしてWeb明細を確認します。
　 従業員はパソコン以外にも、スマートフォンやタブレットなどから閲覧することもできます。

Web明細を確認する（従業員）

2 給与明細等一覧が表示されるので、確認する明細をクリックします。
　 給与明細書が表示されます。
　 右上の　 から明細書をPDFでダウンロードすることもできます。
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1 明細書PDFは、［従業員ごとに分割されたファイル］または［1つにまとめたファイル］
　 いずれかの出力形式を、利用用途に合わせて選択できます。
　 ［明細書をダウンロード］をクリックすると、明細書がダウンロードされます。

明細書PDFをダウンロードする

2 ダウンロードすると、Zipファイルが保存されます。
　 Zipファイルを展開して、明細書の印刷や配布を行います。

3 明細の配布準備が終わったら、やることリストに戻って［完了］をクリックします。

※弥生給与 Nextでは、専用用紙を使って明細書の印刷を行うことはできません。また、明細書の様式は１種
類のみとなります。



5-6．給与計算を終了する
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手続きのやることリストをすべて完了にすると、給与計算は終了です。
全体進捗がすべて終わり、完了と表示されていることを確認します。

1 手続きを完了にすると、ホーム画面や手続き一覧には表示されなくなります。
　 完了した手続きを再度表示させたい場合は、［完了済みを表示］にチェックを付けると、
　 手続き一覧に表示されます。手続きをクリックすると、やることリストが表示されます。

2 次月の給与計算を行う際は、［手続きの新規作成］を行います。



25

よくある質問①

給与支給手続きを作成すると「同じ支給対象年月・締切日の手続きが
すでにあります。」と表示され、手続きが作成できない

1 手続きがすでに作成されていないか 
①ホーム画面から、手続きをクリックします。
②手続き一覧から、作成したい手続きがあるか確認します。手続きが表示された場合は、クリックして手続きを
進めます。手続きが表示されない場合、「完了済みを表示」にチェックを付けて確認します。

2 給与規定が正しく設定されているか
①ホーム画面から、設定をクリックして給与規定を開きます。
②給与の支給対象年月と名称が［支給日基準］になっているか確認します。なっていない場合は、［支給日基準］
に変更して、保存をクリックします。

弥生給与 Nextでは給与支給手続きの支給対象年月に表示されている月を給与明細書に出力します。給与明
細書に出力する名称を支給対象年月と異なる名称にする場合は、給与支給手続きで設定を行います。
設定方法の詳細は、FAQをご覧ください。

※ステータスが「完了」で表示されている手続きは、やることリストを未完了に戻す必要があります。

※弥生給与から移行されるデータは、弥生給与で「ロック」をかけて移行した給与、または処理を終了している賞与のみとなります。

※弥生給与は支給日を基準とした仕様となっております。移行したデータについても同様に「支給日基準」を設定してください。

▶ 完了した給与・賞与手続きを修正する
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=27758

▶ 【給与Next移行】給与明細書の名称を変更する
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=30284

給与明細書に表示する名称を変更したい

下記メッセージが表示される場合、以下の原因を1つずつ確認します 

Q

A

Q

A
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よくある質問②

※従業員が行う手続きの手順3にある［給与明細等電子配信の同意］については、同意を選択する必要があります。

明細書を電子配信（Web）で配布するためには、事前に従業員を招待しておく必要があります。従業員の招待
方法の詳細は、FAQをご覧ください。
▶ 従業員の招待
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=27525

従業員の招待、および電子配信の同意がオンになり、給与支給手続きの明細の配布準備から「Web明細公開
日時を設定」を行うことで、明細書をWebで配布・確認ができます。
▶ 給与・賞与明細書や源泉徴収票をWeb上で確認する
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=27526

明細書を電子配信で従業員に配布したい

値が「0」の明細項目を明細書に出力しないようにするには、明細書レイアウト管理で設定を行います。設定方
法の詳細は、FAQをご覧ください。
▶ 値が「0」の明細項目を給与（賞与）明細書に出力したくない
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=29888

従業員に配布する明細書に、
明細項目の値が0円の場合は金額を表示させないようにしたい

設定変更した内容を明細（入力）画面に反映するには、やることリスト「勤怠情報の入力、および支給額・控除額
等の算出・確認」に表示されている［更新を反映］をクリックする必要があります。

明細項目や明細書レイアウトを変更したのに反映されない

●［更新を反映］をクリックして更新を反映させると、明細（入力）画面に入力した内容はすべて破棄されて初期状態に戻るた
め、給与計算をやり直す必要があります。設定変更は、必ず給与計算の前に行ってください。

●［更新を反映］をクリックした後に、設定内容や情報が正しく反映されているか、1名分の給与計算や明細書のダウンロードを
行って、事前確認することをおすすめします。

Q

A

弥生給与 Nextでは、率端数の設定を行うことはできません。カスタム計算式の機能を2025年9月頃対応予定
ですのでしばらくお待ちください。

残業手当などの支給項目を計算する際、単価×倍率の時点で端数処理を行いたいQ

A

Q

A

Q

A

A
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弥生給与 Nextの今後の機能追加予定をまとめた資料をFAQで公開しています。また、弥生給与 Nextには用
意されていない機能や置き換わっている機能も確認できます。詳細はFAQをご覧ください。

※明細（入力）画面で入力した金額は、翌月には引き継ぐことができないため、毎月入力を行う必要があります。

▶ 【給与Next移行】移行に関する詳細情報が知りたい
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=29706

弥生給与と弥生給与 Nextでは機能に違いがあるが、
今後、弥生給与 Nextで機能を追加する予定はあるか

弥生給与 Nextでは、振込一覧表の印刷や振込依頼書の出力をすることはできません。
振込一覧表の印刷や振込依頼書を出力することはできるか

弥生給与では、健康保険料などの金額について、従業員画面で標準報酬月額を選択した後に手入力で設定す
ることができました。弥生給与 Nextでは、標準報酬月額と料率から自動計算で求めるため、手入力で設定する
ことができません。任意の社会保険料を設定したい場合は、明細（入力）画面で入力を行ってください。

健康保険料や厚生年金保険を毎月固定の金額で設定することはできるか

※実務上、端数分をどちらに合算しても問題はありません。

社会保険料を計算する際、健康保険料と介護保険料の料率を合算して保険料を求めた後、健康保険料と介護
保険料の値を算出します。その際、１円未満の端数が発生した場合の調整は、弥生給与では健康保険料に端数
分を合算しますが、弥生給与 Nextでは介護保険料に端数分を合算しています。

弥生給与と弥生給与 Nextで介護保険料の計算結果が1円合わない

賞与の所得税を計算する際、前月の給与の課税支給額から社会保険料を差し引いた金額を基に、税率を算出
します。この前月の判定について、弥生給与では「処理月度」、弥生給与 Nextでは「支給日」を参照し算出され
た税率に基づいて賞与の所得税計算を行っています。弥生給与で給与の処理月度と支給月が異なる設定をし
ている場合、弥生給与 Nextと前月の判定が異なります。弥生給与 Nextの所得税計算は法令に基づき、より正
確に計算されていますので、弥生給与と計算結果が合わなくても問題ありません。

弥生給与と弥生給与 Nextで賞与の所得税の計算結果が合わない

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

契約同意手続きへ進む際、マイポータルへのログインを求められることがあります。マイポータルへのログインには
「弥生ID（メールアドレス）」と「パスワード」が必要です。弥生IDが未登録の場合は、弥生IDを新規作成してください。

▶ 弥生IDを作成する

▶ ［契約確認ー契約一覧］に利用製品やサポートプランが表示されない

契約同意手続きに必要な弥生IDがわからないQ

A

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=2207
弥生IDの登録が完了したら、以下のFAQにそって弥生IDを事業グループに紐づけてください。

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=28234
弥生IDやパスワードがわからない場合は、以下のFAQを確認してください。
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=3588
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移行ログの確認タイミング

移行ログのダウンロード方法は次のFAQを参照してください。

本ページでは、移行ログで表示された内容の確認時期の目安を記載しています。
移行ログはすべての内容をご確認いただくことを推奨しております。
確認タイミングの目安を業務ごとに分けて下記の表に記載しておりますので
ご活用ください。

▶ 【給与Next移行】移行ログを確認したい
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=29705

メッセージID 移行先画面名称 移行先項目名 給与賞与計算 算定・月変 年末調整 労保年度更新
いつまでに確認すべきかの目安

C01010201
C01010202
C01010301
C01010401
C01020101
C01020201
C02020101
C02020201
C02020301
C02030101
C02040101
C02070101
C04010101
C04010102
C04010201
C04010202
C04010203
C04010204
C04010205
C04010206
C04020101
C07010101
C09010101
C10010101
C11010101
C11010102
C11010201
C11010202
C11010301
C11010302
C11020101
C11020201
C11020301
C11030101
C11030102
C11030201
C11030202

設定-基本情報
設定-保険適用事業所
設定-基本情報
設定-基本情報
設定-振込元口座
設定-振込元口座
設定-保険適用事業所
設定-保険適用事業所
設定-保険適用事業所
設定-給与規定
設定-保険適用事業所
設定-給与規定
設定-明細項目管理
設定-明細項目管理
設定-明細項目管理
設定-明細項目管理
設定-明細項目管理
設定-明細項目管理
設定-明細項目管理
設定-明細項目管理
設定-明細項目管理
設定-計算単価管理
設定-部門
住民税納付先
設定-振込元口座
従業員-口座・支給情報
設定-振込元口座
従業員-口座・支給情報
設定-振込元口座
従業員-口座・支給情報
従業員-口座・支給情報
従業員-口座・支給情報
従業員-口座・支給情報
設定-振込元口座
従業員-口座・支給情報
設定-振込元口座
従業員-口座・支給情報

郵便番号
郵便番号
電話番号
FAX番号
振込元金融機関名
口座番号
労災保険の料率
労災保険の料率
労災保険の料率
社会保険料の徴収時期の設定
健康保険の内訳の設定
支給日
明細項目名
明細項目名
項目の属性
項目の属性
項目の属性
項目の属性
明細項目の設定
項目の属性
端数処理
計算単価名
部門名
郵便番号
金融機関名
金融機関名
金融機関名（フリガナ）
金融機関名（フリガナ）
金融機関コード
金融機関コード
金融機関名
金融機関名（フリガナ）
金融機関コード
支店名
支店名
支店名（フリガナ）
支店名（フリガナ）

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○

○
○
○
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メッセージID 移行先画面名称 移行先項目名 給与賞与計算 算定・月変 年末調整 労保年度更新
いつまでに確認すべきかの目安

C11030301
C11030302
C11040101
C11040201
C11040301
C12010101
C12010202
C13010101
C13010201
C13010301
C13010401
C13010501
C13010502
C13020101
C13040101
C13040201
C13050101
C13050201
C13050301
C13070101
C13080101
C13080301
C13080401
C13090101
C13100101
C13100201
C13100301
C13100401
C13100402
C13100403
C15030101
C15030102
C15030201
C15030301
C15030401
C15030501
C15030601
C15030701
C15030801
C15030901
C15031001
C15031101
C15031102
C31010101
C41010101
C41010201
C41010202
C41010203
C41010301
C41010401

設定-振込元口座
従業員-口座・支給情報
従業員-口座・支給情報
従業員-口座・支給情報
従業員-口座・支給情報
設定-振込元口座-手数料設定
設定-振込元口座-手数料設定
従業員-業務情報
従業員-業務情報
従業員-業務情報
従業員-業務情報
従業員-業務情報
従業員-業務情報
明細入力-固定単価
従業員-口座・支給情報
従業員-口座・支給情報
従業員-住所と連絡先
従業員-住所と連絡先
従業員-住所と連絡先
従業員-労働保険
従業員-社会保険
従業員-社会保険
従業員-社会保険
従業員-所得税
従業員-基本情報
従業員-基本情報
従業員-基本情報
従業員-基本情報
従業員-基本情報
従業員-基本情報
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
賞与支給手続き
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細
従業員-家族詳細

支店コード
支店コード
支店名
支店名（フリガナ）
支店コード
手数料タイプの名称
振込額 - 未満
従業員コード
生年月日
入社年月日
退職年月日
従業員区分
従業員区分
固定単価の設定
支給先
口座番号
電話番号（私用）
郵便番号
市町村
資格取得日
健康保険-資格取得日
厚生年金保険-資格取得日
基礎年金番号
月次減税設定額
前職分情報-支払金額
前職分情報-社会保険料等の金額
前職分情報-源泉徴収税額
前職分情報-支払者の名称
前職分情報-支払者の所在地
前職分情報-退職年月日
本人の被扶養者になった日
本人の被扶養者になった日
姓、名
姓（フリガナ）、名（フリガナ）
生年月日
住所
姓、名
姓（フリガナ）、名（フリガナ）
本人との続柄
生年月日
住所
非居住者区分
非居住者
支給日
本人との続柄
生年月日
生年月日
生年月日
姓、名
姓（フリガナ）、名（フリガナ）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○
○

○

○

○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
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